規約例　　　　　　　　　　　　　　　　　名称は、さまざま

                                   
〇〇中学校軟式野球クラブ　規約

第１章　総　則
（名称）
第１条　このクラブは、○○中学校軟式野球クラブと称する。（以下、「本クラブ」という。）

（目的）
第２条　本クラブは、【種目名：□□　軟式野球】を通じ、クラブ会員の心身の健全な発達と技術の向上を図り、また、クラブ会員相互の親睦を図ることを活動の目的とする。

（事業）
第３条　前条の目的を達成するために行う本クラブの事業は、当該各号に規定するものと
する。ただし、事業実施に当たっては長野県地域クラブ活動推進ガイドライン及び中学生期のスポーツ・文化活動の指針を遵守する。
　　 (1)  練習等の実施
　　 (2)  各種大会等への参加
　　 (3)　各種大会等の企画運営
　　 (4)　その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業等

（事業年度）
第４条　本クラブの事業年度は、その年の４月１日より翌年の３月３１日までとする。

第２章　クラブの会員
（構成）
第５条　本クラブの会員の構成は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　生徒クラブ会員：本クラブに所属する伊那市立中学校の生徒
　　 (2)　一般クラブ会員：生徒クラブ会員の保護者等及び本クラブの目的等に賛同して入会した者及び指導者

（入会資格）
第６条　本クラブに入会する者の要件は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　本クラブの目的及び事業等の実施に賛同する者
　　 (2)　本クラブの諸規約等を遵守する者
　　 (3)　その他、公序良俗に反しない者

（入会手続き）
第７条　本クラブに入会しようとする者は、所定の手続きにより申し込むものとする。

（会員の遵守事項）
第８条　会員が遵守しなければならない事項は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　会員は、本クラブの活動に協力すること
　　 (2)　会員は、会費等を納入すること
　　 　　 本クラブからの退会希望者は、希望するその月までの活動費を支払うこと
　　 (3)　一般クラブ会員は、生徒クラブ会員の活動を平等に応援及び支援をすること

（会員資格の喪失）
第９条　会員資格の喪失は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　脱会した場合
　　 (2)　更新不履行の場合 
　　 (3)　公序良俗に反した場合
　　 (4)　死亡した場合
　　 (5)　その他、会員資格の喪失が必要な場合

（除名及び退会勧告）
第10条　本規約第16条に規定する会長（代表者）は、役員会等の協議の上、会員の退会
勧告又は除名することができる。その要件は、当該各号に規定するものとする。
     (1)　本クラブの規律又は風紀を乱す者
　　 (2)　本クラブの向上発展等を妨げるような言動をする者
　　 (3)　他クラブ及び他チームを誹謗中傷する言動する者
　　 (4)　理由なく会費を納入しない者
　　 (5)　その他、公序良俗に反する言動行動をする者

第３章　組　織
（構成）
第11条　本クラブは、この規約に則り、クラブ運営を円滑に行うために置く組織は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　総会
　　 (2)　役員会
　　 (3)　事務局
　　 (4)　その他、必要な組織

第４章　総　会
（総会の位置）
第12条　総会は、一般クラブ会員によって構成する。
２　総会は、本クラブの最終意思決定機関とする。

（招集）
第13条　総会は、この規約第16条に規定する代表者（会長）が招集する。
２　通常総会は、事業年度に１回開催する。
３　必要がある場合は、臨時の総会を開催することができる。
４　一般クラブ会員の過半数から開催請求があった場合は、臨時の総会を招集することが
　できる。

（成立及び決議）
第14条　総会は、委任状を含む一般クラブ会員の過半数の出席をもって成立し、委任状を含む出席者の過半数をもって決議する。

（任務）
第15条　総会の任務は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　規約の決定及び改廃
(2)　役員の選定
(3)　本クラブの運営方針・指導方針の決定
　　 (4)　活動報告及び決算報告の認定
　　 (5)　事業計画案及び予算案の承認
　　 (6)　本クラブの会費の決定
　　 (7)　指導者の選定及び指導に係る謝金等の決定
　　 (8)　その他、必要と認める事項

第５章　役員及び役員会
（役員）
第16条　本クラブに置く役員等は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　会長（代表者）　　１名
　　 (2)　副会長　　　　　　若干名
　　 (3)　幹事　　　　　　　若干名
　　 (4)　会計担当者　　　　若干名
　　 (5)　監事　　　　　　　若干名
　　 (6)　本クラブ指導者　　若干名

（役員の選出）
第17条　役員は、一般クラブ会員の互選により選任し、総会の承認を経て選定する。

（役員の任期）
第18条　役員の任期は、その年度の総会から次年度の総会までの１年間とする。
２　役員の再任は妨げない。

（役員の辞職及び後任者の選定）
第19条　役員は、本人の事情等によりその職を辞することができる。
２　役員が辞職した場合の後任役員は、会長が選定する。
３　後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員会）
第20条　役員は、役員会を組織する。
２　役員会は会長が招集する。
３　役員会の任務は、当該各号に規定するものとする。
　　 (1)　指導方針の協議
　　 (2)　指導者の選任
　　 (3)　各中学校との連携
　　 (4)　生徒指導上の情報の共有
　　 (5)　一般会員の生徒の活動支援に係る担当者の決定
　　 (6)　その他、必要と認める事項

第６章　事務局
（事務局）
第21条　本クラブの事務局は、以下に置く。


第７章　クラブの指導者
（任務）
第22条　指導者は、本クラブの目的に対し、スポーツ指導並びに青少年の健全育成に対して熱意と意欲を有する者とし、指導者は、クラブの指導方針に従って指導を行わなければならない。
２　指導者は、常に生徒クラブ会員とのコミュニケーションを取ることを重視し、生徒クラ
ブ会員の思いや願いに沿った指導に努めなければならない。
３　指導者は、必要に応じて一般クラブ会員とのコミュニケーションを図り、生徒クラブ会員等に関する情報を共有した上で指導するよう心掛けなければならない。
４　指導者は、その資質向上及びコーチング技術の向上を図るため、常に研修に努めなければならない。

[bookmark: _GoBack]（解雇又は除名）
第23条　指導者に、本クラブの趣旨に反する行為や公序良俗に反する行為があった場合は、役員会の協議及び総会の決議をもって、指導者は、解雇又は除名される。

第８章　会　計
（運営費）
第24条　本クラブは、クラブ会員の会費をもって運営する。

（会費の決定）
第25条　会費の金額は、総会にて決議する。

（会費の納入）
第26条　本クラブ会員は、指定された期日までに、会費を納入しなければならない。
２　納入期日は、総会で定める。

（会費の使途）
第27条　会費の使途は、当該各号の規定による。
　　 (1)　本クラブの運営に必要な経費及び費用等
　　 (2)　クラブ会員の傷害保険料等
　　 (3)　指導者への謝金等
(4)  その他、必要と認めるもの　（役員手当等を考える）

（会計管理）
第28条　会計の管理は、会長の責任で行う。
２　会計処理は、会計担当者が行う。

（会費の返還）
第29条　納入した会費は、返還しないものとする。
２　退会を希望する者に対しては、この規約第８条第２号の規定により処理する。

第９章　傷害保険加入及び傷病並びに事故等への対応
（傷害保険等への加入）
第30条　クラブ会員は、傷害保険等に加入しなければならない。

（傷害等の補償）
第31条　活動中の傷害等の補償は、加入している傷害保険の対象範囲内とする。

（傷病並びに事故等への対応）
第32条　本クラブ会員は、本クラブの規約及び使用する当該施設の管理規約等を遵守する
と共に当該施設管理責任者及び指導者等の指示に従い、活動するものとする。
２　前項に反したことによる傷病並びに事故等については、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

（器物の破損等の処置）
第33条　使用した施設の設備及び備品等に損害を与えた場合は、原則として使用者の責任において弁償及び原状復帰するものとする。
２　施設の不備等による損害は、当該施設管理者等と協議の上、対処するものとする。

第１０章　選手登録等
（選手登録等）
第34条　大会等への参加申し込み及び選手登録等については、当該生徒クラブ会員及びその保護者等と連携し、生徒クラブ会員が希望している方法によるものとする。
２　指導者等は、生徒クラブ会員が在籍する中学校と連絡を密にとるものとする。
３　学校として参加する大会及び試合等の申し込み及び登録等は、当該校長名で部活動顧
　問が行い、本クラブとして参加する大会及び試合等の申し込み及び登録等は、本クラブの
　会長名で、会長又は指導者が行う。

第１１章　クラブの所属
（クラブの所属）
第35条　本クラブは、一般社団法人伊那市総合型地域スポーツクラブ又は伊那市スポーツ協会等に所属するものとする。

第１２章　細　則
（細則）
第36条　この規約に規定されていない事項等については、その都度役員会が判断し、必要がある場合は、総会で報告するものとする。



（附則）
この規約は、令和　　年　　月　　日より施行する。
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